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●助成の対象となる活動／活動例：地域固有の文化・伝統・産業などを活かしな
がら、地域やまちを元気にする取り組み。・中心市街地に活気を取り戻そうとする
取り組み。地域づくり・まちづくりのきっかけになるような身近にあるいろいろな
魅力や可能性を探し出そうとする取り組み。自分たちの暮らしを見つめ直し、よ
り暮らしやすい環境の実現を目指す取り組みなど。
●助成対象事業の期間／平成12年7月1日～平成13年3月31日
●助成の額／1件あたり100万円を限度とし、10～15件程度を予定。
●応募方法／応募要項および応募用紙はホームページからダウンロードし、Ａ4
サイズの用紙にプリントアウトして使用してください。郵送希望の方は5月15日
（月）必着で送料分の切手（1部140円）を同封し、下記住所の「知恵のネットワー
キング」係まで請求。
●問い合わせ先／（財）ハウジングアンドコミュニティ財団 105-0052 東京
都港区赤坂1-5-11 新虎ノ門ビル5階
Tel.03-3586-4869 Fax.03-3586-3823
ホームページhttp://www.tokyoweb.or.jp/housingandcommunity/

キリン福祉財団社会福祉助成
●受付締切／5月31日（水）消印有効
●助成の対象となる団体／福祉を目的とする民間団体。法人格の有無不問。
●助成の対象となる活動／障害者・高齢者による地域福祉に関するボランティア
活動。（例：障害者・高齢者の自立支援活動、障害者・高齢者の児童健全育成活動、
障害者・高齢者のサービス活動、在宅介護者へのネットワークづくり活動、障害者・
高齢者の相互支援（友愛訪問など）活動など）ただし、以下は対象外となります。
1、助成金の使途で人件費、リース料などの運営費などの経費負担および設備費
負担（機材、備品、設備の購入）となるもの。
2、行政、他財団からも助成を受けているもの。
●助成対象事業の期間／単年度事業
●助成の額／総額1500万円。1件あたり上限は100万円。
●応募方法／所定の申込用紙に記入し、添付書類と共に郵送。用紙は下記に請求
してください。なお、今年度の事業は障害者・高齢者自身による活動が主体であ
るため、高齢者団体については活動メンバーの年齢を、障害者団体については障
害の有無を団体活動メンバー表に必ず記入のうえ、提出してください。
●申込・問い合わせ先／（財）キリン福祉財団事務局 104-8288 東京都中
央区新川2-10-1 Tel.03-5540-3522 Fax.03-5540-3525

（財）電気通信普及財団
電気通信を利用した福祉、文化事業への助成
●受付締切／5月31日（水）
●助成の目的／広く電気通信を普及、発展させることにより、高度情報社会の健
全な進展を図り、わが国社会経済の発展に寄与すること。
●助成の対象となる活動／
1、平成12年10月以降に開催される電気通信に関するシンポジウム、セミナー
開催及び電気通信の普及、振興に著しく貢献する事業。
2、電気通信を利用したボランティア活動。
●助成の対象となる団体／電気通信を利用したボランティア活動の場合、社会福
祉協議会にボランティア団体の推薦依頼を行います。
●応募方法／所定の申込書を下記に請求し、送付。
●問い合わせ先／（財）電気通信普及財団 105-0003 東京都港区西新橋
1-6-11西新橋光和ビル5階
Tel.03-3580-3411 Fax.03-3580-3488
ホームページ http://www.taf.or.jp/

（財）大同生命厚生事業団の
サラリーマン（ウーマン）ボランティア助成他
●受付締切／両助成とも6月2日（金）必着
【サラリーマン（ウーマン）ボランティア活動助成】
●助成の目的／サラリーマン（ウーマン）のボランティア活動を支援することに
よりサラリーマン（ウーマン）のボランティア活動の振興と老人在宅福祉の向上
に寄与すること。
●助成の対象となる団体または個人／老人在宅福祉の推進に役立つボランティ
ア活動を行っているかまたは行おうとしているサラリーマン（ウーマン）個人、グ
ループ。ただし、過去5年以内に本助成を受けた人（グループ）は除く。
●助成の対象となる活動／老人の在宅保健・福祉・介護に直接関与するもので、
目的、計画などが明確な日本国内での無償の活動。ただし、ボランティアグループ

のためのセミナー、講習会などの開催に関するものは除きます。
●助成の額／総額600万円以内。1件30万円（最高）20件以内。
【地域保健福祉研究助成】
●助成の対象となる団体または個人／
1、保健所、衛生研究所など衛生関係機関に所属する職員。
2、都道府県市町村の衛生および福祉関係職員。
3、保健・医療・福祉の実務従事者。
●助成の額／総額3750万円以内。1件50万円（最高）75件以内。

… … … … …
●応募方法／両助成ともFaxまたは電話などで下記まで所定の申込書を請求す
るか、ホームページからダウンロードし、Ｂ4サイズの用紙にプリントして使用して
ください。なお、研究助成は応募区分を明確にしてください。また、同時に両助成
への応募はできません。
●問い合わせ先／（財）大同生命厚生事業団事務局 564-0063 大阪府吹田
市江坂町1-23-5 大同生命江坂第2ビル内 Tel.06-6330-8452（代）
Fax.06-6330-8652 E-mail info@daido-life-welfare.or.jp
ホームページ http://www.daido-life-welfare.or.jp

（財）太陽生命ひまわり厚生財団社会福祉助成事業
●受付締切／6月30日（金）必着
●助成の目的／高齢者福祉に関する事業や研究・調査への助成、ならびに障害者
の自立、社会参加などに関する事業への助成活動も行います。また、本年度発足
の介護保険制度に対応した助成活動も併せ行っていきます。
●助成の対象となる団体または個人／社会福祉の向上に寄与するという財団の
目的を達成することができる非営利の民間団体、個人など。
●助成の対象となる活動／
1、事業助成
（1）在宅高齢者などの福祉に関する事業への助成。
（2）介護保険制度発足に伴う諸事情の激変緩和に関する事業への助成。
（3）リハビリ訓練中の、あるいはリハビリが必要な高齢者などの精神生活の高揚
に資する事業への助成。
（4）民間ボランティアグループなどへの助成。
（5）障害者の福祉に関する事業への助成。
2、研究助成
（1）老人保健、生活習慣病または高齢者福祉に関する研究、調査などへの助成。
●助成の額／総額5000万円
●応募方法／所定の申込書に必要事項を記入し下記まで。申込書は応募申込者
の団体名、住所、氏名を記入し、Faxまたは郵便で下記まで請求してください。
●問い合わせ先／（財）太陽生命ひまわり厚生財団事務局 103-0027 東京
都中央区日本橋2-11-2 太陽生命ビル内Tel.＆Fax.03-3272-6268

丸紅基金社会福祉助成事業
●受付締切／6月30日（金）消印有効
●助成の対象となる団体／日本における社会福祉を目的とする民間の事業で、
原則として法人。
●助成の対象となる活動／
1、明確な目的を持ち、実施主体、内容、期間があきらかな企画。
2、一般的な経費不足の補填でないこと。
3、原則として国や地方公共団体の公的補助、もしくは他の民間機関からの助成
と重複しないこと。
4、助成金が目的通りの用途に供されることが確実であること。
●助成の額／総額1億円をめどに50件以上の助成を行います。
●応募方法／所定の申込用紙に必要事項を記入し、所定の添付書類と共に送付。
申込用紙は郵便番号と住所、団体名、電話番号、Fax番号、丸紅基金の助成を知っ
た経緯を明記し、ハガキまたはFaxにて下記まで請求してください。
●問い合わせ先／社会福祉法人丸紅基金 101-0054東京都千代田区神田錦
町2-11 ＮＫＦビル4階 Tel.03-3282-2474・03-3282-7014
Fax.03-3282-2462
E-mail mc-kikin@mx2.nisiq.net
ホームページ http://www.marubeni.co.jp/home/kikin/fund.htm

助成財団センターは、助成、表彰、奨学などを行う財団法人や、その他の法人など
の情報を収集し、その活動内容を広く社会に発信していくことを主な目的として
います。そのホームページには多くの助成金情報が集まっていますのでご紹介し
ます。http://www.jfc.or.jp/






